
第 1 部 鳥 取 県 の 環 境 の 概 要

第 1 章 自 然 環 境 の 概 要

今日 、 自然環境の保全は、 我が国だけでな く 全世界の問題と な っ てい る 。 生産技術の急速な進歩に伴

っ て経済が飛躍的に発展 した反面、 自然は破壊さ れ、 環境の汚染は拡大さ れてき た。 特に我が国は、 狭

少な国土の中で、 高密度の社会、 経済活動が行われてき た結果、 都市近郊の緑をは じ め 、 わずかに残さ

れてい る 原生林な ど も破壊の危機に立た さ れてい る 。

こ う し た一般的な傾向に もかかわ らず、 本県の 自然はま だ豊かで優れた部分を多 く 残 してい る 。 昭和

5 4 年度に環境庁が実施 した 自然環境保全基礎凋査に よ る と 、 本県では、 地勢や立地条件の制約などに

･ よ り 、 従来、 主た る経済基盤を農業におい てき たため、 幸い に 自然環境の破壊ま さ して被 らず今朝こ至
っ てい る 。 し たがっ て、 山林地域はい う に及ばず、 市街地周辺におい て も緑が広が り 、 優れた社叢や森

林が多数残存 し てい る 。 こ の こ と は 、 市街地、 農耕地の県土に 占める比率 2 5 .2% に対 し 、 森林、 原野

の 占有率は 7 4 .8 % に及ぶこ と をみて も よ く 分かる 。

一方、 海域におい て も 、 1 4 5 キ ロ メ ー ト ルに 及ぶ海岸線の う ち 、 人為の全 く 加わ らない 自然海岸は、

6 5 . 3 % も あ り 、 しか も 、 水質汚濁の指標である透明度、 化学的酸素要求量は 、 と も に我が国の海域平

均を上回 り 、 ほ と ん ど汚濁のない最高の 自然波を示 してい る 。

本県の こ の良好な 自 然環境は、 県民は も と よ り 、 広 く 全国民に活用 さ れてい る と こ ろであ るが それ

だけに 、 投機的な開発の対象と さ れるおそれをは らんでい る と いえ よ う 。

県は 、 こ の よ う に豊かで貴重な 自然を保全す る と と も に こ の活用を図 り 、 県民すべてが自然の尊さ を

認識 し 、 自然の恩恵を永久に享受可能な ら しめ る ための各種の施策を総合的 。十画的に推進 し てい る 。
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第 2 章 公 害 の 概 要

1 大 気 汚 染

大気汚染原因物質の う ち 、 現在、 二酸化硫黄、 一酸化炭素、 浮遊粒子状物質、 二酸化窒素、 光化学

オ キ シ ダン ト の 5 物質について環境基準が定め られてい るが 県が実施 してい る大気汚染物質常時監

視測定結果では、 経年的にみて、 ほぼ環境基準を達成 してお り 、 本県の大気は清浄であ る と いえ る 。

一方、 自動車排出ガス につい ては、 毎年状況圏査を行っ てい るが 現時点では問題にな る ほ どの汚

染濃度には至 っ ていない。

2 公共用水域の水質

公共用水域の水質の現状は、 下。己の と お り であ る。

〔健康項目 : カ ド ミ ウ ム 、 シア ン 、 有機燐、 鉛、 六価ク ロ ム 、 ヒ素、 総水銀、 ア ルキ ル水銀、 P C B〕 の
県下の千代川等 1 3 河川、 湖山池等 4 湖沼、 美保湾及び 日本海沿岸の 2 海域の水質掲査結果では、

すべて環境基準に適合 している 。

〔生活環境項目 B O D (生物化学的酸素要求量) 、 C O D (化学的酸素要求量) 等〕

F級河川……千代川 、 天神川 、 日 野川については、 お おむね下流部は環境基準類型A (B O D 2 閻彰“

以下) 、 上流部纈覇境鵠盤殺轤醒解 くB O D 1 弼g/ “以下) に適合 してお り 清浄な水質を

維持 している 。

2 級河川…… B O D についてみ る と 、 類型相当AA ~ B に相当 し 、 おお むね清浄な水質であ る 。

都市河川…… B O D についてみ る と 、 旧袋用 (河川類型C ~D相当) 、 玉川 (河川類型AA~ E以

下) 及び旧加茂川 (河川類型E~ E以下) と 、 玉川上流部を除き いずれも汚濁 してい

る が特に一部の水域では著る し く 汚濁 してい る。

湖 沼…… C O D についてみる と 、 中海 (湖沼類型A~ C相当 ) 湖山池 (湖沼類型C相当) 東

郷池 (湖沼類型 C相当) と いずれも湖沼類型Aの環境基準に適合 していず、 又多鯰池

も柳沼類型B相当 と汚濁 してい る 。 @
海 域…… C O D についてみ る と 、 美保湾 (海域類型A~ B相当) 及び日本海沿岸海域 6海域類

型A相当) と もおおむね清浄な水質を維持 してい る 。

(環境基準類型につい ては、 5 9 ペ ー ジ表 5 0 、 6 2 ペ ー ジ表 5 2 参照0

3 騒 音

騒音については 、 金属、 機械、 木材加工工場等か ら発生する騒音、 飲食店営業に伴 う カ フ オ ケ に よ

る騒音及びク ー フ 一等の生活騒音が主要な発生源と な っ てお り 、 公害苦情 も例年かな り み られる 。
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こ のほか、 一部地域では、 大型自動車走行に伴 う 騒音が問題にな っ てい る 。

なお 、 騒音につい ては、 県下 4 市 2 町 1 村について規制地域の指定を行っ てい る 。

4 振 動

振動につい ては、 大型車走行に伴 う 道路交通振動が主要な発生源 と な っ てい る 。

振動規制につい ては、 県下 4 市 1 町につい て規制地域の指定を行っ てい る 。

5 悪 臭

悪臭につい ては、 畜産業、 魚腸骨処理場、 パルプ製造業、 塗装工場、 し尿処理施設等が主要な発生

源 と な っ てい る 。

悪臭規制につい ては、 県下 4 市 2 1 町 3 村について規制地域の指定を行っ てい る 。

6 地 盤 沈 下

@ 県内の地盤沈下は鳥取市の市街地移られる 。
昭和 5 9 年度の測量によ る と 、 沈下量の最大は鳥取市秋里 (因幡浄苑) 2 . 3 7 cm/年で、 市の南部

に行 く ‘と従 っ て減少 してい る 。

7 水銀等重金属類の汚染状況

( 1 ) 土壌、 農作物調査

岩美郡岩美町小田川流域の水田 1 4 0 ヘ ク タ ール 3 0 地点の玄米についてカ ド ミ ウ ムの細密調査

を行っ た。 玄米中のカ ド ウ ム含有量は 3 0 地点平均で 0 . 3 2 弼9/kgであ り 、 ｢農用地の土壌の汚

染防止等に関す る法律｣ に定め る農用地土壌汚染対策地域の指定要件 ( 1 弼9/kg) を上回 る ものは

なか っ た。

( 2 ) 魚介類調査

県内産及び県外産の魚介類について総水銀の凋査を行っ たが、 いずれ も暫定的規制値 (04弼髪鱒

● を下回っ ている o

8 P C B の汚染状況

食品 (魚介類、 肉、 “= ) について圏査を行っ たが いずれも暫定的規制値を下回 っ てい る 。
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